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                     ２ ０ ２ ０ 年 ５ 月 １ ８ 日  

 

検 事 長 の 勤 務 延 長 に 関 す る 閣 議 決 定 の 撤 回 を 求 め 、  

検 察 庁 法 の 一 部 改 正 に 反 対 す る 会 長 声 明  

 

     

全 国 青 年 司 法 書 士 協 議 会  

                     会 長  川  上  真  吾  

 

1 .  検 事 長 の 勤 務 延 長 に 関 す る 閣 議 決 定  

令 和 ２ 年 １ 月 ３ １ 日 、 政 府 は 、 同 年 ２ 月 ７ 日 付 で 定 年 退 官 予 定 で

あ っ た 東 京 高 等 検 察 庁 検 事 長 に つ い て 、 国 家 公 務 員 法 （ 以 下 「 国 公

法 」 と い う ） 第 ８ １ 条 の ３ の 規 定 に よ り そ の 勤 務 を ６ か 月 延 長 す る

閣 議 決 定 （ 以 下 「 本 件 閣 議 決 定 」 と い う ） を 行 っ た 。  

検 察 官 は 、 時 の 総 理 大 臣 を も 逮 捕 す る 巨 大 な 捜 査 権 限 を 有 す る と

と も に 、 刑 事 事 件 に お け る 起 訴 を 独 占 し （ 起 訴 独 占 主 義 ）、 訴 追 す

る か 否 か の 裁 量 が 与 え ら れ て い る （ 起 訴 便 宜 主 義 ）。 こ の こ と か ら

検 察 官 は 準 司 法 機 関 と も 呼 ば れ 、 刑 事 司 法 の 公 正 さ を 保 つ た め 、 三

権 分 立 の 観 点 か ら 高 度 の 政 治 的 中 立 性 が 要 請 さ れ る 。 こ の 特 殊 性 か

ら 、 国 公 法 附 則 第 １ ３ 条 に 基 づ き 同 法 の 特 別 法 と し て 検 察 庁 法 が 定

め ら れ 、 同 法 第 ２ ２ 条 で 定 年 年 齢 を 検 事 総 長 ６ ５ 歳 、 そ の 他 の 検 察

官 を ６ ３ 歳 と 一 律 に 定 め て い る 。 政 府 答 弁 で も 国 公 法 第 ８ １ 条 の ３

第 １ 項 の 勤 務 延 長 は 検 察 官 に は 適 用 さ れ な い と さ れ て き た 。  

と こ ろ が 政 府 は 、 従 来 の 確 定 し た 法 解 釈 の 変 更 と い う 重 大 な 事 項

を 、 口 頭 決 裁 と い う 前 代 未 聞 の 手 続 き に よ っ て 行 い 、 本 件 閣 議 決 定

を な し た 。 内 閣 は 法 解 釈 を す る 権 限 を 有 す る が 、 無 制 限 で は な く 、

法 令 の 範 囲 内 に 限 ら れ る 。 本 件 の 法 解 釈 の 変 更 及 び 本 件 閣 議 決 定 は 、

検 察 官 の 特 殊 性 を 無 視 し 、 解 釈 の 範 囲 を 逸 脱 し た 違 法 な も の で あ る 。

よ っ て 本 件 閣 議 決 定 は 法 的 な 基 礎 を 欠 き 撤 回 さ れ る べ き で あ る 。  

 

2 .  検 事 の 勤 務 延 長 に 関 す る 検 察 庁 法 の 一 部 改 正  

 政 府 が 今 国 会 に 提 出 し て い る 「 国 家 公 務 員 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 案 」 は 、 全 て の 検 察 官 に つ い て 定 年 年 齢 を ６ ５ 歳 へ と 引 き 上 げ

る と 共 に 、 役 職 定 年 制 を 導 入 す る も の で あ る 。 と こ ろ が こ の 定 年 制

は 、 年 齢 に よ り 一 律 に 適 用 さ れ る も の で は な い 。 す な わ ち 、 法 務 大



臣 又 は 内 閣 が そ の 裁 量 に よ り 、 役 職 定 年 を 延 長 す る こ と が で き 、 さ

ら に ６ ５ 歳 の 定 年 を 超 え て 最 長 ３ 年 定 年 を 延 長 で き る も の と し て い

る （ 検 察 庁 法 改 正 案 第 ９ 条 第 ２ 項 な い し 第 ６ 項 、 第 １ ０ 条 第 ２ 項 、

第 ２ ２ 条 ）。  

 年 齢 に よ っ て 一 律 に 役 職 定 年 又 は 定 年 と す る の で は な く 、 法 務 大

臣 又 は 内 閣 の 判 断 に よ り 勤 務 延 長 又 は 定 年 延 長 す る こ と が で き る 規

定 を 置 く こ と は 、 検 察 官 の 人 事 に お け る 内 閣 の 介 入 を 許 し 、 検 察 官

の 公 正 性 、 独 立 性 を 害 し 、 ひ い て は 国 民 の 刑 事 司 法 に 対 す る 信 頼 を

著 し く 毀 損 す る も の で あ る 。 こ れ は 、 準 司 法 機 関 と し て の 権 能 及 び

職 責 が あ る 検 察 官 の 政 治 的 中 立 性 が 失 わ れ 、 三 権 分 立 の 原 則 が 脅 か

さ れ る こ と と な る た め 、 到 底 認 容 す る こ と が で き な い 。  

 

3 .  拙 速 か つ 不 十 分 な 審 議  

 政 府 は 、 本 改 正 案 を 他 の 改 正 案 と 一 括 し て 「 国 家 公 務 員 法 等 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 案 」 と し て 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ３ 日 閣 議 決 定 し 、 衆 議

院 に 提 出 し た 。 同 法 案 は 、 衆 議 院 内 閣 委 員 会 に お い て 同 年 ４ 月 １ ６

日 に 審 議 入 り し 、 今 ま さ に 採 決 さ れ よ う と し て い る 。  

し か し 、 本 改 正 案 は 前 記 し た 通 り 非 常 に 大 き な 問 題 が あ る こ と か

ら 、 そ の 立 法 事 実 の 確 認 等 に は 慎 重 な 審 議 を 要 求 さ れ る 。 国 民 の 中

で は 法 案 の 妥 当 性 に つ い て 危 惧 を 抱 く 大 き な 声 が 上 が り 、 各 方 面 か

ら 反 対 意 見 が 表 明 さ れ て い る 。 こ の 声 を 一 顧 だ に せ ず 、 拙 速 か つ 不

十 分 な 審 議 に よ り 本 改 正 案 を 実 現 し て 検 察 庁 法 を 改 正 す る こ と は 、

断 じ て 許 さ れ な い 。  

 

4 .  結 語  

以 上 の 通 り 、 当 協 議 会 は 、  

( 1 )  検 事 長 の 勤 務 延 長 に 関 す る 本 件 閣 議 決 定 に 反 対 し 、 政 府 に は

そ の 撤 回 を 求 め る 。  

( 2 )  「 国 家 公 務 員 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 」 の う ち 、 法 務 大

臣 及 び 内 閣 が そ の 裁 量 に よ り 、 検 察 官 の 勤 務 延 長 な い し 定 年 延

長 が で き る と す る 部 分 に 反 対 す る 。  

( 3 )  衆 議 院 内 閣 委 員 会 に お い て 同 法 案 を こ の ま ま 採 決 す る こ と に

反 対 す る 。  

 

以 上  


